
荒川区入札等参加停止措置要綱 

 

（ １ ７ 荒 経 契 第 １ ６ 号 ） 

（平成１７年５月６日制定） 

（ 助 役 決 定 ） 

平成２２年１２月 １日一部改正 

平成２５年１１月 １日一部改正 

平成２７年 ４月 １日一部改正 

令和 ５年 ５月１１日一部改正 

令和 ７年 ６月 １日一部改正 

令和 ８年 ３月２６日一部改正 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、荒川区（以下「区」という。）における契約事務の適正かつ公正な執行を確

保するため、荒川区契約事務規則（昭和３９年荒川区規則第８号。以下「規則」という。）第７

条の２第１項の規定により資格審査サービスに登録されている者、又は、区が行う見積競争に

参加を希望する者その他の業者（以下、合わせて「入札等参加希望者」という。）に対する入札

等参加停止措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるところによる。 

（１） 入札等参加停止措置 

所定の要件に該当するため、契約の相手方として相応しくないと認められる入札等参

加希望者について、一定の期間、区が行うすべての競争入札及び見積競争に参加させな

い措置をいう。 

 （２） 契約担当者 

 規則第２条第２項に定める契約担当者をいう。 

 

（入札等参加停止） 

第３条 区長は、入札等参加希望者が別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、

当該入札等参加希望者について入札等参加停止措置を行うものとする。 

２ 前項の入札等参加停止措置の期間は、別表の各号に掲げる措置要件に応じて同表の各号に定

める期間とする。 

 

（下請負人に対する措置） 

第４条 区長は、前条第１項の規定により入札等参加停止措置を行う場合において、当該措置に

ついて責を負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元

請負人に対する入札等参加停止措置の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、入札等参加

停止措置を行うことができる。 

 

（入札等参加停止措置の期間の特例） 

第５条 区長は、入札等参加希望者が一の案件により、別表の各号に掲げる措置要件の２以上に

該当したときは、当該措置要件に応じて同表の当該各号に定める期間のうちの短期及び長期の

いずれも最も長い期間をもって、当該入札等参加停止措置の期間の短期及び長期とする。 



２ 入札等参加希望者が入札等参加停止措置の期間中又は当該期間の満了後１月を経過するま

での間に、再度、別表の各号に掲げる措置要件に該当することとなった場合における入札等参

加停止措置の期間は、当該措置要件に応じて同表の当該各号に定める期間の短期及び長期の２

倍の期間とする。 

３ 区長は、入札等参加希望者が入札等参加停止措置を受け、その期間の満了後１年を経過する

までの間に、同様の事由により再度別表の各号に掲げる措置要件に該当することとなった場合

は、入札等参加停止措置の期間を、当該措置要件に応じて同表の当該各号に定める期間の短期

及び長期の２倍の期間とすることができる。 

４ 区長は、入札等参加希望者について情状酌量すべき特別の事由があるときは、別表の各号に

掲げる措置要件に応じて同表の当該各号に定める期間及び前２項の規定による入札等参加停

止措置の期間を当該短期の２分の１まで短縮することができる。 

５ 区長は、入札等参加希望者について極めて悪質な事由があると認めたとき、又は極めて重大

な結果を生じさせたと認めたときは、入札等参加停止措置の期間を、別表の各号に掲げる措置

要件に応じて同表の当該各号に定める期間の２倍まで延長することができる。 

６ 区長は、第２項又は第３項の規定により入札等参加停止措置の期間を変更した場合において、

当該期間中に当該入札等参加希望者が前項の規定に該当したときは、当該変更した期間の２倍

まで入札等参加停止措置の期間を延長することができるものとする。 

７ 第２項、第３項、第５項及び前項の規定により延長する入札等参加停止措置の期間は、２年

間を限度とする。 

８ 区長は、入札等参加停止措置の期間中の入札等参加希望者について情状酌量すべき特別の事

由または極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表の各号に定める期間の範囲内で入札

等参加停止措置の期間を変更することができる。 

９ 区長は、入札等参加停止措置の期間中の入札等参加希望者が、当該事案について責を負わな

いことが明らかとなったと認めたときは、当該入札等参加希望者について入札等参加停止措置

を解除するものとする。 

 

（契約審査委員会） 

第６条 区長は、第３条及び第４条の規定による入札等参加停止措置、前条第８項の規定による

入札等参加停止措置の期間の変更、又は同条第９項の規定による入札等参加停止措置の解除を

行うときは、荒川区契約審査委員会（以下「委員会」という。）の協議を経るものとする。ただ

し、入札等参加希望者が別表の（３）、（４）、（５）、（１３）、（１４）及び（１５）に該当する

とき、その他特に必要があるときは、区長は、委員会の協議を経ることなく、入札等参加希望

者について、委員会の協議を経るまでの間、入札等参加停止措置を行うことができる。 

 

（入札等参加停止措置の通知） 

第７条 区長は、第３条及び第４条の規定により入札等参加停止措置を行い、第５条第８項によ

り入札等参加停止措置の期間を変更し、又は同条第９項の規定により入札等参加停止措置を解

除したときは、遅滞なく、当該入札等参加希望者に通知するものとする。ただし、通知する必

要がないと認める相応の理由があるときは、通知を省略することができる。 

 

（入札等参加停止措置の公表） 

第８条 区長は、第３条及び第４条の規定により入札等参加停止措置を行い、又は第５条第８項

の規定により入札等参加停止措置の期間を変更したとき（延長した場合に限る。）は、当該入札

等参加停止措置の対象とした入札等参加希望者の名称、所在地、措置の種類、入札参加停止の

期間及び理由を公表するものとする。 



２ 前項の規定による公表は、荒川区公式ホームページ上で行うものとする。 

３ 第１項の規定による公表の期間は、当該入札等参加停止措置を行った日から１月以内とし、

その間に入札等参加停止措置の期間が終了した場合は、遅滞なく公表を中止するものとする。 

 

（入札等参加停止措置に至らない事由に関する措置） 

第９条 区長は、入札等参加停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当

該入札等参加希望者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。 

 

（入札等参加停止措置期間中の取扱い） 

第１０条 契約担当者は、入札等参加停止措置が終了するまでの間について、当該入札等参加停

止措置を受けた入札等参加希望者をいかなる競争入札にも参加させてはならない。 

２ 契約担当者は、入札等参加停止措置が終了するまでの間について、当該入札等参加停止措置

を受けた入札等参加希望者といかなる随意契約も締結してはならない。 

３ 契約担当者は、入札等参加停止措置の期間中の入札等参加希望者が、区の発注する建設工事、

物品買入れ、業務委託その他の契約について、その一部を下請けし、又は受託することを承認

してはならない。 

４ 契約の種類、履行場所等をかんがみ、入札等参加停止措置の期間中である入札等参加希望者

以外には当該契約に係る業務等を履行できる者がない場合等において、区長が特に認める場合

は、前３項の規定は適用しない。 

 

（履行中の契約の取扱い） 

第１１条 契約担当者は、契約履行中の入札等参加希望者が入札等参加停止措置を受けたときは、

当該契約条項の規定に基づいて必要な措置をとるものとする。この場合において、契約担当者

は、当該入札等参加停止措置の開始日以前に遡った措置を行ってはならない。 

 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、入札等参加停止措置に関して必要な事項は、総務部長

が定める。 

 

 

附 則 

１ 荒川区競争入札参加有資格者指名停止基準は、廃止する。 

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後に別表の各号に掲げる措置要件に記載の事実を区が認

定し、又は知ったものについて適用する。 

３ この要綱の施行の際現に、第１項の規定による廃止前の荒川区競争入札参加有資格者指名停

止基準の規定に基づき行った指名停止の措置が継続されているものについては、当該指名停止

の措置に係る期間が満了するまでの間、荒川区競争入札参加有資格者指名停止基準の規定は、

なお効力を有するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

措 置 要 件 期 間 

（虚偽記載） 

（１） 区に提出した競争入札参加資格確認申請書、競争入

札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽

の記載をし、契約の相手方として不適当であると認めら

れるとき。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１月以上６月以内 

（地方自治法施行令に該当する行為） 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れるとき。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：２年 

（３） 談合の容疑で役員（個人営業の営業主を含む。以下

この表において同じ）又は従業員が逮捕されたとき。 

基準日：逮捕を知った日から 

期 間：起訴又は不起訴（起訴猶

予を含む。）の決定があ

るまで 

（４） 区との契約に関し、談合の容疑で役員又は従業員が

公訴を提起されたとき。 

基準日：公訴を知った日から 

期 間：２年 

（５） 区以外の者との契約に関し、談合の容疑で役員又は

従業員が公訴を提起されたとき。 

基準日：公訴を知った日から 

期 間：２月以上１年以内 

（履行成績不良） 

（６） 区と締結した契約において、その履行成績が不良で

あるとき。ただし、故意に履行成績を不良にしたとき及

び軽微な瑕疵を除く。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：３月以上６月以内 

（７） 区の区域内の国又は他の地方公共団体の機関と締結

した契約において、履行成績が不良であって、その瑕疵

が重大なとき。 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１月以上３月以内 

（契約違反） 

（８） 第７号に掲げる場合のほか、区と締結した契約にお

いて契約違反があり、契約の相手方として不適当である

と認められるとき。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：２週間以上４月以内 

（公衆損害事故） 

（９） 区が発注した工事等の履行に当たり、安全管理の措

置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者

を生じさせ、又は損害（軽微なものを除く。）を与えたと

認められるとき。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：３月以上６月以内 

（１０） 前号のほか、工事等の履行に当たり、安全管理の

措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷

者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事

故が重大であると認められるとき。 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１月以上３月以内 



措 置 要 件 期 間 

（工事等従事者の事故） 

（１１） 区が発注した工事等の履行に当たり、安全管理の

措置が不適切であったため、工事等従事者に死亡者又は

負傷者を生じさせたと認められるとき。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１月以上６月以内 

（１２） 前号のほか、工事等の履行に当たり、安全管理の

措置が不適切であったため、工事等従事者に死亡者又は

負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であ

ると認められるとき。 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：２週間以上２月以内 

 （贈賄） 

（１３） 贈賄の容疑で役員又は従業員が逮捕されたとき。 

 

基準日：逮捕を知った日から 

期 間：起訴又は不起訴（起訴猶

予を含む。）の決定があ

るまで 

（１４） 役員又は従業員が、区の職員に対して行った贈賄

の容疑により公訴を提起されたとき。 

基準日：公訴の提起を知った日

から 

期 間：２年 

（１５） 次に掲げる者が、区の職員以外の者に対して行っ

た贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 

ア 役員 

イ 課長相当以上の職にある従業員 

ウ その他の者 

 

基準日：公訴の提起を知った日

から 

期 間：ア ９月以上２年以内 

イ ６月以上２年以内 

ウ ３月以上１年以内 

（独占禁止法違反） 

（１６） 第３号及び第４号に掲げる場合のほか、区と締結

した契約において私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁

止法」という。）第３条又は第８条第１項第１号の規定に

違反し、契約の相手方として不適切であると認められる

とき。 

 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：３月以上９月以内 

（１７） 第３号から第５号に掲げる場合のほか、業務に関

し独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に

違反し、契約の相手方として不適切であると認められる

とき。 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：２月以上９月以内 



措 置 要 件 期 間 

（賃金不払等） 

（１８） 次の事項に該当し、契約の相手方として不適切で

あると認められるとき。 

ア 賃金不払等を行い、労働基準法（昭和２２年法律第４

９号）に違反するとして所轄労働基準監督署から直接指

摘を受けたとき。 

イ 下請代金の支払遅延その他下請業者の賃金不払に関

する経済的責任が元請業者にあると認められるとき。 

ウ 不当な重層下請施工の放任その他下請施工管理が著

しく不適当であったため、下請業者の賃金不払が生じた

と認められるとき。 

エ 下請けさせようとする業者に賃金不払の前歴がしば

しばあることを知りながら工事を下請けさせ、当該下請

業者に賃金不払が生じたとき。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：３月以上１年以内 

（暴力団又は暴力団関係者の関与等） 

（１９） 暴力団又は暴力団関係者の関与等について次の事

項に該当し、契約の相手方として不適切であると認めら

れるとき。 

ア 役員が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が

経営に実質的に関与しているとき。 

イ 会社、役員又は従業員が、自己若しくは第三者の不正

な利益を図ること、又は第三者に損害を加えることを目

的として、暴力団の威力及び暴力団との関係を利用する

などをしているとき。 

 ウ 会社ぐるみで、若しくは役員が単独で、暴力団若しく

は暴力団関係者に対して資金等を供給し、若しくは便宜

を供与する等、積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、

又は関与しているとき。 

 エ 会社又は役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に

非難されるべき関係を有しているとき。 

 オ 会社ぐるみで、又は役員若しくは従業員が単独で、暴

力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用

するなどしているとき。 

 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１年を経過し、かつ、そ

の状況が解消したと認

められるまで 



措 置 要 件 期 間 

（信用失墜行為等） 

（２０） 前各号に掲げる場合のほか、次の各号に該当する

とき。 

ア 業務に関し法令等に違反し、又は社会的な信用を失墜

する行為をし、契約の相手方として不適切であると認め

られるとき。 

イ 代表権を有する役員または個人営業の営業主が、拘禁

刑以上の刑又は刑法（明治４０年法律第４５号）の規定

による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適切で

あると認められるとき。 

ウ 区と締結した工事請負契約において、現場管理が粗雑

なため、公衆に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるもの

として、再三指摘されても改善しないとき。 

エ 区と締結した工事請負契約において、下請業者に対し

不当な行為をし、又は下請施工の管理が著しく不適当と

認められるとき。 

 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１月以上９月以内 

 

 

 

 

 

 

（落札後の契約辞退） 

（２１） 区発注の契約に係る一般競争入札若しくは指名競

争入札において落札者と決定された者又は随意契約に

おいて契約の相手方として決定された者が、正当な理由

がなく契約を締結しないとき。 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１月以上２年以内 

 

（不正又は不誠実な行為） 

（２２） 前各号に掲げる場合のほか、契約に関し不正又は

不誠実な行為をし、契約の相手方として不適切であると認め

られるとき。 

基準日：当該認定をした日から 

期 間：１月以上２年以内 

 

 


